
２４企法指第 ４５ 号 

 

 

昭島市情報公開・ 

個人情報保護運営審議会 

 

 

昭島市個人情報保護条例（平成10年昭島市条例第37号）の規定に基づき、

下記のとおり諮問する。 

 

 

平成２４年１０月２５日 

昭島市長 北 川 穰 一 

記 

諮問第 46 号 

本人の同意がない個人情報の収集について 

 

 

 



諮  問 

 

諮問第 46 号 

本人の同意がない個人情報の収集について 

 

（説明）昭島市個人情報保護条例（平成10年昭島市条例第37号。以下「条

例」という。）第７条第３項第８号の規定に基づき、次の事項について諮

問する。 

 

防犯カメラ設置に伴う個人情報の収集について 

本市では、昭島市安全・安心まちづくり条例（平成16年昭島市条例第６

号）の目的である「市民の生命、身体及び財産を守り、すべての市民が安全

で、安心して生活することができるまちの実現」に資するため、犯罪の抑止、

予防及び再発防止、犯罪及び事故発生時の事件解明等を目的とし、駅周辺そ

の他の市内の公共の場所を撮影するための防犯カメラを設置する予定です。 

防犯カメラの設置により、不特定多数の通行人が撮影されることとなり、

また、その映像は、犯罪捜査協力の観点から捜査機関の要請に応じて提供す

ることなどが想定されるため、一定期間保存することを予定していますが、

本市ではこのことが個人情報の収集に該当すると考えています。 

ところで、本市においては、条例第７条第３項本文の規定により、個人情

報は本人から収集しなければなりませんが、この本人からの収集には、当然

本人の同意を得ることが必要であると解されるところ、防犯カメラによる撮

影及び映像の保存は、本人の同意を得て行うことが困難なため、本人から個

人情報を収集したことにはならないと考えられます。 

よって、防犯カメラによる撮影及び映像の保存について、条例第７条第３

項本文により制限されている「本人以外からの個人情報の収集」に該当する

ため、同項第８号の規定に基づき意見を求めるものです。 

なお、防犯カメラの運用については、別紙要綱（案）に基づき適正に行う

こととします。 



別 紙 

 

昭島市防犯カメラの運用に関する要綱（案） 

（目的） 

第１条 この要綱は、昭島市（以下「市」という。）が公共の場所に設置す

る防犯カメラについて、その撮影及び映像データの管理に関する基本的事

項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止、犯罪及び事故発生時

の事件解明等を目的として、特定の場所に継続的に設置する映像撮影装

置で、映像記録の機能を有するものをいう。 

(２) 公共の場所 駅周辺その他の不特定多数の者が往来し、又は出入り

する屋外の場所をいう。 

(３) 市民等 市内に居住する者及び市内に通勤し、通学し、又は滞在し、

若しくは市内を通過する者をいう。 

（管理責任者の設置） 

第３条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラの管理責

任者（以下「管理責任者」という。）を置く。 

２ 管理責任者は、防犯を担当する部の部長相当職にある者をもって充てる。 

（管理責任者等の責務） 

第４条 管理責任者は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用を図ら

なければならない。 

２ 管理責任者は、防犯カメラの運用に関する業務を委託するときは、この

要綱に基づく責務を委託を受けたものに遵守させなければならない。 

３ 管理責任者及び防犯カメラを取り扱う者は、当該業務により知り得た情

報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

（防犯カメラの設置に係る措置） 

第５条 管理責任者は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(１) 防犯カメラによる撮影範囲は、撮影対象区域を明確にし、かつ、必



要最小限の範囲とすること。 

(２) 防犯カメラの撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置し

ている旨並びに管理責任者及びその連絡先を表示すること。 

(３) 映像データの編集又は加工をしないこと。 

（映像データの保管方法等） 

第６条 映像データの保存期間は、７日間とする。ただし、市長が特に必要

と認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の保存期間を経過した映像データは、消去、記録媒体の破砕等によ

り、当該映像データを復元することができないよう適切に処分しなければ

ならない。 

３ 管理責任者は、映像データを記録した記録媒体を保管するときは、施錠

のできる保管庫等に保管するなど、不正使用、盗難、散逸等を防止するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

４ 管理責任者は、映像データの保管、廃棄等の管理状況を記録しておかな

ければならない。 

（映像データの提供等の制限） 

第７条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、映像データを公開し、又は

他に提供してはならない。 

(１) 法令に定めのある場合 

(２) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合 

(３) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつ

やむを得ないと認められる場合 

（苦情の処理） 

第８条 管理責任者は、市民等から防犯カメラの運用又は映像データの取扱

いに関する苦情の申出を受けたときは、適切に対応しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 年 月 日から実施する。 

 



平成２４年１１月２２日 

昭島市長 

北 川 穰 一 殿 

昭島市情報公開・個人情報保護  

運営審議会会長 松 本 芳 之 

昭島市個人情報保護条例に基づく諮問について（答申） 

平成24年10月25日付け24企法指第45号にて諮問のあった下記の件について、

別紙のとおり答申します。 

記 

諮問第46号 

本人の同意がない個人情報の収集について 



答  申 

 

諮問第 46 号 

本人の同意がない個人情報の収集について 

 

防犯カメラの公共の場所への設置により、不特定多数の通行人を撮影し、

その映像を一定期間保存することについては、犯罪の抑止、捜査機関に対す

る情報提供による事件の早期解明等の効果が期待できることから、有益かつ

必要であると認め、了承する。 

なお、映像データの利用及び保管の方法その他の取扱いについて十分に留

意し、個人情報の適正な管理に努めていただきたい。 


	030　諮問（第46号）
	212　答申（第46号）

